
 

受益証券発行信託の受益証券の電子化に伴う 

有価証券上場規程等の一部改正新旧対照表 

 

目    次 

 

                                     （ページ） 

１．有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 ･･････････････････････････････････････････････ 1 

２．受託契約準則の一部改正新旧対照表 ･････････････････････････････････････････････････ 15 

３．先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則 
の一部改正新旧対照表 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 18 

４．信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則 
の一部改正新旧対照表 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 19 

５．有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 ･････････････････････････････････････ 20 

６．先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の取扱い 

の一部改正新旧対照表 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 34 

 



1 

有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（４２）の２ （略） （１）～（４２）の２ （略） 

（４３） （略） （４２）の３ （略） 

（削る） （４３） 受益証券発行信託受益証券保管振替

決済業務 指定振替機関が振替法第９条第１

項ただし書の規定に基づき兼業の承認を受け

た外国株信託受益証券、外国ＥＴＦ信託受益

証券（第１００１条第６号に規定する外国Ｅ

ＴＦ信託受益証券をいう。以下この条におい

て同じ。）及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券（第１００１条第６号の３に規定する

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券をいう。

以下この条において同じ。）の保管及び振替

決済に関する業務をいう。 

（４４）～（９３） （略） （４４）～（９３） （略） 

 （９４） 預託機関等 外国株預託証券につい

ては当該外国株預託証券に係る預託機関をい

い、外国株信託受益証券については当該外国

株信託受益証券に係る受託者（信託法第２条

第５項に規定する受託者をいう。）をいい、

外国ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条第６

号に規定する外国ＥＴＦ信託受益証券をい

う。以下この条において同じ。）及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条

第６号の３に規定する外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券をいう。以下この条において同

じ。）については当該外国ＥＴＦ信託受益証

券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証

券に係る受託者をいう。 

 （９４） 預託機関等 外国株預託証券につい

ては当該外国株預託証券に係る預託機関をい

い、外国株信託受益証券については当該外国

株信託受益証券に係る受託者（信託法第２条

第５項に規定する受託者をいう。）をいい、

外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型

ＥＴＦ信託受益証券については当該外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴ

Ｆ信託受益証券に係る受託者をいう。 

 （９５）・（９６） （略）  （９５）・（９６） （略） 
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（外国会社の形式要件） （外国会社の形式要件） 

第２０６条 外国株券等（重複上場の場合を除

く。）に係る次条に定める上場審査は、次の各

号に適合するものを対象とするものとする。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則で

定める。 

第２０６条 外国株券等（重複上場の場合を除

く。）に係る次条に定める上場審査は、次の各

号に適合するものを対象とするものとする。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則で

定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指定振替機関における取扱い （２） 指定振替機関における取扱い 

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管

振替決済業務若しくは振替業における取扱い

の対象であること又は上場の時までに取扱い

の対象となる見込みがあること。 

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管

振替決済業務若しくは受益証券発行信託受益

証券保管振替決済業務における取扱いの対象

であること又は上場の時までに取扱いの対象

となる見込みがあること。 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（削る） （５） 受益証券の様式 

 新規上場申請者が外国株信託受益証券の新

規上場申請者である場合には、受益証券（当

該外国株信託受益証券を取り扱う指定振替機

関が当該指定振替機関の参加者に対して交付

することとなるものに限る。）の様式につい

て、施行規則で定める要件に適合しているこ

と又は当該要件に適合する様式の受益証券を

作成する旨取締役会において決議済みである

こと。 

２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）に係

る次条に定める上場審査は、次の各号に適合す

るものを対象とするものとする。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）に係

る次条に定める上場審査は、次の各号に適合す

るものを対象とするものとする。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 前項第２号から第４号までに適合する

こと。 

（４） 前項第２号から第５号までに適合する

こと。 

３ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が民営化外国会社（本国の政府が資本の全額を

出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲

り受けてその者が行っていた事業を営む外国会

３ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が民営化外国会社（本国の政府が資本の全額を

出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲

り受けてその者が行っていた事業を営む外国会
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社若しくは本国の政府により発行済株式総数の

過半数が所有されていた外国会社で、政府所有

株式の全部若しくは一部の売却により当該株式

が民間に所有されることとなったもの又はこれ

らに類すると当取引所が認める外国会社をい

う。以下同じ。）である場合には、第１項第１

号及び前項第３号において適用する前条第４

号、第６号及び第７号に適合しない場合であっ

ても、次の各号に適合するものを外国株券等に

係る次条に定める上場審査の対象とする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

社若しくは本国の政府により発行済株式総数の

過半数が所有されていた外国会社で、政府所有

株式の全部若しくは一部の売却により当該株式

が民間に所有されることとなったもの又はこれ

らに類すると当取引所が認める外国会社をい

う。以下同じ。）である場合には、第１項第１

号及び前項第３号において適用する前条第４

号、第６号及び第７号に適合しない場合であっ

ても、次の各号に適合するものを外国株券等に

係る次条に定める上場審査の対象とする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 第１項第２号から第４号までに適合す

ること。 

（６） 第１項第２号から第５号までに適合す

ること。 

  

（テクニカル上場に係る上場審査） （テクニカル上場に係る上場審査） 

第２０９条 前条各号に定める会社が発行する株

券等の上場審査については、原則として、次の

各号に掲げる基準によるものとする。 

第２０９条 前条各号に定める会社が発行する株

券等の上場審査については、原則として、次の

各号に掲げる基準によるものとする。 

（１） 当該株券等が内国株券等である場合に

は第２０５条第８号から第１１号までに、外

国株券等である場合には第２０６条第１項第

２号から第４号までにそれぞれ適合するこ

と。 

（１） 当該株券等が内国株券等である場合に

は第２０５条第８号から第１１号までに、外

国株券等である場合には第２０６条第１項第

２号から第５号までにそれぞれ適合するこ

と。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

（外国会社の形式要件） （外国会社の形式要件） 

第２１３条 外国株券等（重複上場の場合を除

く。）に係る次条に定める上場審査は、次の各

号に適合するものを対象とするものとする。 

第２１３条 外国株券等（重複上場の場合を除

く。）に係る次条に定める上場審査は、次の各

号に適合するものを対象とするものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第２０６条第１項第２号から第４号ま

でに適合していること。 

（２） 第２０６条第１項第２号から第５号ま

でに適合していること。 

２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）に係

る次条に定める上場審査は、次の各号に適合す

２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）に係

る次条に定める上場審査は、次の各号に適合す
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るものを対象とするものとする。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

るものを対象とするものとする。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２０６条第１項第２号から第４号ま

でに適合していること。 

（３） 第２０６条第１項第２号から第５号ま

でに適合していること。 

  

（テクニカル上場に係る上場審査） （テクニカル上場に係る上場審査） 

第２１６条 前条各号に定める会社が発行する株

券等の上場審査については、原則として次の各

号に掲げる基準によるものとする。 

第２１６条 前条各号に定める会社が発行する株

券等の上場審査については、原則として次の各

号に掲げる基準によるものとする。 

（１） 当該株券等が内国株券である場合には

第２０５条第８号から第１１号までに、外国

株券等である場合には第２０６条第１項第２

号から第４号までにそれぞれ適合すること。 

（１） 当該株券等が内国株券である場合には

第２０５条第８号から第１１号までに、外国

株券等である場合には第２０６条第１項第２

号から第５号までにそれぞれ適合すること。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

 （有価証券の見本の提出） 

第３０５条 削除 第３０５条 上場外国株信託受益証券の発行者

は、新たに外国株信託受益証券を発行する場合

には、偽造及び変造の防止又は取引の便宜等に

資するため、施行規則で定める要件の様式によ

り作成し、その見本を当取引所に提出するもの

とする。 

  

（上場外国会社の上場廃止基準） （上場外国会社の上場廃止基準） 

第６０２条 本則市場の上場外国株券等（重複上

場の場合を除く。）が次の各号のいずれかに該

当する場合には、その上場を廃止するものとす

る。この場合における第３号の取扱いは施行規

則で定める。 

第６０２条 本則市場の上場外国株券等（重複上

場の場合を除く。）が次の各号のいずれかに該

当する場合には、その上場を廃止するものとす

る。この場合における第３号の取扱いは施行規

則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 指定振替機関における取扱い （２） 指定振替機関における取扱い 

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管

振替決済業務又は振替業における取扱いの対

象とならないこととなった場合 

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管

振替決済業務又は受益証券発行信託受益証券

保管振替決済業務における取扱いの対象とな

らないこととなった場合 
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（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（準用規定等） （準用規定等） 

第８２６条 第３０１条第１項、第２項及び第７

項、第３０６条、第６０６条、第６０８条並び

に第６１２条の規定は、優先株等及び優先証券

について準用する。この場合における取扱いは

施行規則で定める。 

第８２６条 第３０１条第１項、第２項及び第７

項、第３０５条、第３０６条、第６０６条、第

６０８条並びに第６１２条の規定は、優先株等

及び優先証券について準用する。この場合にお

ける取扱いは施行規則で定める。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託又は施行規則で定める投資信託に該当する

ものを除く。以下この号、第１１０７条第２

項第１号及び第１１１２条第１項第３号にお

いて同じ。）の受益証券に該当する新規上場

申請銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２

を除き、投資信託法施行令第１２条第１号又

は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当

する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）

及びｃの３を除く。）に適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託又は施行規則で定める投資信託に該当する

ものを除く。以下この号、第１１０７条第２

項第１号及び第１１１２条第１項第３号にお

いて同じ。）の受益証券に該当する新規上場

申請銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２

を除き、投資信託法施行令第１２条第１号又

は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当

する新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）

及びｃの３を除く。）に適合していること。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の

（ａ）から（ｈ）までの内容が記載されて

いること。 

ｂ 新規上場申請銘柄の投資信託約款に次の

（ａ）から（ｈ）までの内容が記載されて

いること。 

（ａ）～（ｆ） （略） （ａ）～（ｆ） （略） 

（ｇ） すべての金融商品取引所において （ｇ） すべての金融商品取引所において
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受益証券の上場が廃止された場合には、

その廃止された日に投資信託を終了する

ための手続を開始する旨 

受益証券の上場が廃止された後は直ちに

投資信託を終了するための手続を開始す

る旨 

（ｈ） （略） （ｈ） （略） 

ｃ～ｇ （略） ｃ～ｇ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合の各号における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合の各号における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（削る） （２） 受益証券（当該外国ＥＴＦ信託受益証

券を取り扱う指定振替機関が当該指定振替機

関の参加者に対して交付することとなるもの

に限る。）の様式について、施行規則で定め

る要件に適合していること又は当該要件に適

合する様式の受益証券を作成する旨を新規上

場申請銘柄に係る管理会社が確約しているも

のであること。 

（２） 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振

替業における取扱いの対象であること又は上

場の時までに取扱いの対象となる見込みがあ

ること。 

（３） 新規上場申請銘柄が指定振替機関の受

益証券発行信託受益証券保管振替決済業務に

おける取扱いの対象であること又は上場の時

までに取扱いの対象となる見込みがあるこ

と。 

（３） （略） （４） （略） 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

４ 内国商品現物型ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

（１） 第１項第１号、同項第２号ｃ、ｃの２、

ｄ、ｄの３、ｅ及びｇ並びに同項第３号（管

理会社が信託受託者である場合を除く。）に

適合していること。この場合において、第１

項第１号中「管理会社が社団法人投資信託協

会の会員であること」とあるのは「管理会社

が社団法人投資信託協会の会員であること

（管理会社が登録金融機関である場合を除

（１） 第１項第１号、同項第２号ｃ、ｃの２、

ｄ、ｄの３、ｅ及びｇ、同項第３号（管理会

社が信託受託者である場合を除く。）並びに

前項第２号に適合していること。この場合に

おいて、第１項第１号中「管理会社が社団法

人投資信託協会の会員であること」とあるの

は「管理会社が社団法人投資信託協会の会員

であること（管理会社が登録金融機関である
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く。）」と、同項第２号ｃの２中「投資信託

財産等」とあるのは「信託財産」と、同項第

２号ｄ中「投資信託財産」とあるのは「信託

財産」と、それぞれ読み替えるものとする。 

場合を除く。）」と、同項第２号ｃの２中「投

資信託財産等」とあるのは「信託財産」と、

同項第２号ｄ中「投資信託財産」とあるのは

「信託財産」と、前項第２号中「外国ＥＴＦ

信託受益証券」とあるのは「内国商品現物型

ＥＴＦ」と、それぞれ読み替えるものとする。 

（１）の２・（１）の３ （略） （１）の２・（１）の３ （略） 

（２） 新規上場申請銘柄の信託約款に次のａ

からｅまでに掲げる内容が記載されているこ

と。 

（２） 新規上場申請銘柄の信託約款に次のａ

からｅまでに掲げる内容が記載されているこ

と。 

ａ～ｄの３ （略） ａ～ｄの３ （略） 

ｄの４ すべての金融商品取引所において受

益証券の上場が廃止された場合には、その

廃止された日に信託を終了するための手続

きを開始する旨 

ｄの４ すべての金融商品取引所において受

益証券の上場が廃止された後は直ちに信託

を終了するための手続きを開始する旨 

ｄの５～ｅ （略） ｄの５～ｅ （略） 

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略） 

（７） 新規上場申請銘柄が指定振替機関の振

替業における取扱いの対象であること又は上

場の時までに取扱いの対象となる見込みがあ

ること。 

（７） 新規上場申請銘柄が指定振替機関の受

益証券発行信託受益証券保管振替決済業務に

おける取扱いの対象であること又は上場の時

までに取扱いの対象となる見込みがあるこ

と。 

５ （略） ５ （略） 

６ 外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券の上場審

査については、第１項第２号ｄ、ｅ及びｇ、同

項第３号、第２項第４号及び第６号、第３項第

２号及び第３号、第４項第４号並びに前項第２

号から第４号までに掲げる基準によるものとす

る。この場合において、第１項第２号ｄ、ｅ、

第２項第４号、第４項第４号、前項第２号及び

第３号中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新

規上場申請銘柄に係る受託有価証券である外国

商品現物型ＥＴＦ」と、第２項第６号中「外国

ＥＴＦ」とあるのは「外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券」と、前項第２号中「外国商品現物

型ＥＴＦ」とあるのは「新規上場申請銘柄に係

６ 外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券の上場審

査については、第１項第２号ｄ、ｅ及びｇ、同

項第３号、第２項第４号及び第６号、第３項第

２号から第４号まで、第４項第４号並びに前項

第２号から第４号までに掲げる基準によるもの

とする。この場合において、第１項第２号ｄ、

ｅ、第２項第４号、第４項第４号、前項第２号

及び第３号中「新規上場申請銘柄」とあるのは

「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券である

外国商品現物型ＥＴＦ」と、第２項第６号中「外

国ＥＴＦ」とあるのは「外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券」と、第３項第２号中「外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券」とあるのは「外国商品現物型
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る受託有価証券である外国商品現物型ＥＴＦ」

と、前項第４号中「新規上場申請銘柄の発行」

とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価

証券である外国商品現物型ＥＴＦの発行」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

ＥＴＦ信託受益証券」と、前項第２号中「外国

商品現物型ＥＴＦ」とあるのは「新規上場申請

銘柄に係る受託有価証券である外国商品現物型

ＥＴＦ」と、前項第４号中「新規上場申請銘柄

の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る

受託有価証券である外国商品現物型ＥＴＦの発

行」と、それぞれ読み替えるものとする。 

  

 （追加信託に係る受益証券の発行） 

第１１０６条 削除 第１１０６条 上場内国商品現物型ＥＴＦに係る

管理会社は、追加信託が行われた場合には、当

取引所における売買の決済に支障をきたさない

よう遅滞なく追加信託に係る受益証券（当該上

場内国商品現物型ＥＴＦを取り扱う指定振替機

関が当該指定振替機関の参加者に対して交付す

ることとなるものに限る。）を発行するものと

する。 

 ２ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券、上場内国商品

現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券に係る管理会社は、追加信託に係る

受益証券を発行する場合には、偽造及び変造の

防止又は取引の便宜等に資するため、施行規則

で定めるところにより作成し、その見本を当取

引所に提出するものとする。 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合（ａ及びｂに掲げる事項

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合（ａ及びｂに掲げる事項
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にあっては、施行規則で定める基準その他の

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの

と当取引所が認めるものに該当するものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、

直ちにその内容を開示しなければならない。 

にあっては、施行規則で定める基準その他の

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの

と当取引所が認めるものに該当するものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、

直ちにその内容を開示しなければならない。 

ａ 上場ＥＴＦに係る管理会社が、次の（ａ）

から（ｔ）までに掲げる事項（内国ＥＴＦ

にあっては（ｒ）から（ｓ）までを除き、

外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券に

あっては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）

及び（ｒ）の２から（ｒ）の４までを除き、

内国商品現物型ＥＴＦ（管理会社が信託受

託者であるものを除く。）にあっては（ｑ）

及び（ｓ）を除き、内国商品現物型ＥＴＦ

（管理会社が信託受託者であるものに限

る。）にあっては（ｑ）、（ｒ）の３及び

（ｓ）を除き、外国商品現物型ＥＴＦ及び

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっ

ては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）、（ｒ）

の３及び（ｒ）の４を除く。）のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

ａ 上場ＥＴＦに係る管理会社が、次の（ａ）

から（ｔ）までに掲げる事項（内国ＥＴＦ

にあっては（ｒ）から（ｓ）までを除き、

外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券に

あっては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）

及び（ｒ）の２から（ｒ）の４までを除き、

内国商品現物型ＥＴＦ（管理会社が信託受

託者であるものを除く。）にあっては（ｑ）

及び（ｓ）を除き、内国商品現物型ＥＴＦ

（管理会社が信託受託者であるものに限

る。）にあっては（ｑ）、（ｒ）の３及び

（ｓ）を除き、外国商品現物型ＥＴＦ及び

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっ

ては（ｉ）、（ｎ）、（ｏ）、（ｑ）、（ｒ）

の３及び（ｒ）の４を除く。）のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定し

た場合を含む。） 

（ａ）～（ｑ） （略） （ａ）～（ｑ） （略） 

（ｒ） 当該銘柄が指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は振替業におけ

る取扱いの対象とならないこと 

（ｒ） 当該銘柄が指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は受益証券発行

信託受益証券保管振替決済業務における

取扱いの対象とならないこと 

（ｒ）の２～（ｔ） （略） （ｒ）の２～（ｔ） （略） 

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略） 

ｇ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券若しくは上

場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係

る管理会社若しくは信託受託者が、第１１

０４条第３項第３号に規定する預託契約等

その他の契約の変更若しくは終了その他の

上場外国ＥＴＦ信託受益証券若しくは上場

ｇ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券若しくは上

場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係

る管理会社若しくは信託受託者が、第１１

０４条第３項第４号に規定する預託契約等

その他の契約の変更若しくは終了その他の

上場外国ＥＴＦ信託受益証券若しくは上場
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外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に関す

る権利等に重大な影響を与える事項を決定

した場合又は当該権利等に重大な影響を与

える事実が発生した場合 

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に関す

る権利等に重大な影響を与える事項を決定

した場合又は当該権利等に重大な影響を与

える事実が発生した場合 

ｈ （略） ｈ （略） 

（３） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）

に係る外国投資法人及び管理会社は、次のａ

からｇまでのいずれかに該当する場合（ａ及

びｃに掲げる事項にあっては、投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規

則で定める基準に該当するものを除く。）は、

施行規則で定めるところにより、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

（３） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）

に係る外国投資法人及び管理会社は、次のａ

からｇまでのいずれかに該当する場合（ａ及

びｃに掲げる事項にあっては、投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規

則で定める基準に該当するものを除く。）は、

施行規則で定めるところにより、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

ａ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人が次の

（ａ）から（ｍ）まで（上場ＥＴＦが投資

法人債券に類する外国投資証券である場合

にあっては、（ａ）及び（ｂ）を除く。）

に掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含む。） 

ａ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人が次の

（ａ）から（ｍ）まで（上場ＥＴＦが投資

法人債券に類する外国投資証券である場合

にあっては、（ａ）及び（ｂ）を除く。）

に掲げる事項のいずれかを行うことについ

ての決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含む。） 

（ａ）～（ｊ） （略） （ａ）～（ｊ） （略） 

（ｋ） 当該銘柄が指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は振替業におけ

る取扱いの対象とならないこと 

（ｋ） 当該銘柄が指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は受益証券発行

信託受益証券保管振替決済業務における

取扱いの対象とならないこと 

（ｌ）・（ｍ） （略） （ｌ）・（ｍ） （略） 

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略） 

ｇ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券に係る外国

投資法人若しくは管理会社が、第１１０４

条第３項第３号に規定する預託契約等その

他の契約の変更若しくは終了その他の上場

外国ＥＴＦ信託受益証券に関する権利等に

重大な影響を与える事項を決定した場合又

は当該権利等に重大な影響を与える事実が

ｇ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券に係る外国

投資法人若しくは管理会社が、第１１０４

条第３項第４号に規定する預託契約等その

他の契約の変更若しくは終了その他の上場

外国ＥＴＦ信託受益証券に関する権利等に

重大な影響を与える事項を決定した場合又

は当該権利等に重大な影響を与える事実が
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発生した場合 発生した場合 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（２）の３ （略） （１）～（２）の３ （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及びｉの

２を除き、投資信託法施行令第１２条第１号

又は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該

当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの（ｈ）、

ｂの２からｂの５まで及びｉの２を除き、上

場内国商品現物型ＥＴＦにあってはａ及びｂ

を除く。）のいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２

及びｊの２を除き、投資信託法施行令第１２

条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受益

証券に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂ

の（ｈ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２及

びｊの２を除き、上場内国商品現物型ＥＴＦ

にあってはａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｊを除く。）

のいずれかに該当する場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 次の（ａ）から（ｈ）までのいずれかに

該当する投資信託約款の変更が行われる場

合 

ｂ 次の（ａ）から（ｈ）までのいずれかに

該当する投資信託約款の変更が行われる場

合 

（ａ）～（ｆ） （略） （ａ）～（ｆ） （略） 

（ｇ） すべての金融商品取引所において

受益証券の上場が廃止された場合には、

その廃止された日に投資信託を終了する

ための手続を開始する旨の定めがなくな

る場合 

（ｇ） すべての金融商品取引所において

受益証券の上場が廃止された後は直ちに

投資信託を終了するための手続を開始す

る旨の定めがなくなる場合 

（ｈ） （略） （ｈ） （略） 

ｂの２ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに該当する信託約款の変更が行われる場

合 

ｂの２ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに該当する信託約款の変更が行われる場

合 

（ａ）～（ｃ）の３ （略） （ａ）～（ｃ）の３ （略） 

（ｃ）の４ すべての金融商品取引所にお （ｃ）の４ すべての金融商品取引所にお
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いて受益証券の上場が廃止された場合に

は、その廃止された日に信託を終了する

ための手続きを開始する旨の定めがなく

なる場合 

いて受益証券の上場が廃止された後は直

ちに信託を終了するための手続きを開始

する旨の定めがなくなる場合 

（ｃ）の５～（ｄ） （略） （ｃ）の５～（ｄ） （略） 

ｂの３～ｊ （略） ｂの３～ｊ （略） 

（削る） ｊの２ 当該上場ＥＴＦが指定振替機関の受

益証券発行信託受益証券保管振替決済業務

における取扱いの対象とならないこととな

った場合 

ｋ ａから前ｊまでのほか、公益又は投資者

保護のため、当取引所が当該上場ＥＴＦの

上場廃止を適当と認めた場合 

ｋ ａから前ｊの２までのほか、公益又は投

資者保護のため、当取引所が当該上場ＥＴ

Ｆの上場廃止を適当と認めた場合 

２ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当するも

のを除く。）、上場外国ＥＴＦ信託受益証券（外

国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受託有価証

券とするものを除く。）、上場外国商品現物型

ＥＴＦ及び上場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、

その上場を廃止する。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当するも

のを除く。）、上場外国ＥＴＦ信託受益証券（外

国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受託有価証

券とするものを除く。）、上場外国商品現物型

ＥＴＦ及び上場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益

証券は、次の各号のいずれかに該当する場合に、

その上場を廃止する。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆま

でのいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆま

でのいずれかに該当する場合 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 当該上場ＥＴＦが指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は振替業における

取扱いの対象とならないこととなった場合 

ｃ 当該上場ＥＴＦが指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は受益証券発行信

託受益証券保管振替決済業務における取扱

いの対象とならないこととなった場合 

ｄ （略） ｄ （略） 

ｅ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券及び上場外

国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、第１１０４条第３項第３号に規定する

預託契約等その他の契約が終了となる場

合。ただし、上場外国ＥＴＦ信託受益証券

又は上場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証

ｅ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券及び上場外

国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、第１１０４条第３項第４号に規定する

預託契約等その他の契約が終了となる場

合。ただし、上場外国ＥＴＦ信託受益証券

又は上場外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証
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券に係る預託機関等の変更により当該預託

契約等その他の契約が終了となる場合は、

この限りでない。 

券に係る預託機関等の変更により当該預託

契約等その他の契約が終了となる場合は、

この限りでない。 

ｆ （略） ｆ （略） 

３ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当するも

のに限る。）及び上場外国ＥＴＦ信託受益証券

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受託有

価証券とするものに限る。）は、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

３ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当するも

のに限る。）及び上場外国ＥＴＦ信託受益証券

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受託有

価証券とするものに限る。）は、次の各号のい

ずれかに該当する場合に、その上場を廃止する。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆま

でのいずれかに該当する場合 

（５） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆま

でのいずれかに該当する場合 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 当該上場ＥＴＦが指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は振替業における

取扱いの対象とならないこととなった場合 

ｃ 当該上場ＥＴＦが指定振替機関の外国株

券等保管振替決済業務又は受益証券発行信

託受益証券保管振替決済業務における取扱

いの対象とならないこととなった場合 

ｄ （略） ｄ （略） 

ｅ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、第１１０４条第３項第３号に規定する

預託契約等その他の契約が終了となる場

合。ただし、上場外国ＥＴＦ信託受益証券

に係る預託機関等の変更により当該預託契

約等その他の契約が終了となる場合は、こ

の限りでない。 

ｅ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、第１１０４条第３項第４号に規定する

預託契約等その他の契約が終了となる場

合。ただし、上場外国ＥＴＦ信託受益証券

に係る預託機関等の変更により当該預託契

約等その他の契約が終了となる場合は、こ

の限りでない。 

ｆ （略） ｆ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年７月１日から施

行する。ただし、第２０６条、第２０９条、第

２１３条、第２１６条、第１１０４条、第１１

１２条第１項第３号ｂの（ｇ）及び同号ｂの２
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の（ｃ）の４の改正規定は、平成２２年６月１

日から施行する。 

２ 改正後の第１１０４条第１項第２号ｂの（ｇ

）、同条第４項第２号ｄの４、第１１１２条第

１項第３号ｂの（ｇ）及び同号ｂの２の（ｃ）

の４の規定は、この改正規定施行の日以後に新

規上場申請を行う者から適用する。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（利子の日割計算） 

第１６条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、金融商品取引

法施行令（昭和４０年政令第３２１号）第２条

の１１に定める債券で、かつ、公租公課の源泉

徴収が行われない債券の売買については、経過

利子の計算に当たって、利子から税額相当額と

して取引所が定める額を差し引かないものとす

る。 

 

（保管振替機構等の規則の適用） 

第２６条 内国株券（内国法人の発行する株券、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）、投資信託受

益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）

及び投資証券をいう。以下同じ。）、内国法人

の発行する新株予約権証券、受益証券発行信託

の受益証券又は転換社債型新株予約権付社債券

（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券を

除く。）の売買の受託に関する契約については、

この準則に定めるもののほか、保管振替機構が

定める株式等の振替に関する業務規程に基づき

取引参加者と顧客との間で締結される契約によ

るものとする。 

２～４ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（利子の日割計算） 

第１６条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、金融商品取引

法施行令（昭和４０年政令第３２１号）第２条

の１１に定める債券で、かつ、公租公課の源泉

徴収が行われない債券の売買及び非課税扱いの

条件が付された売買については、経過利子の計

算に当たって、利子から税額相当額として取引

所が定める額を差し引かないものとする。 

 

（保管振替機構等の規則の適用） 

第２６条 内国株券（内国法人の発行する株券、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）、投資信託受

益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）

及び投資証券をいう。以下同じ。）、内国法人

の発行する新株予約権証券又は転換社債型新株

予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予

約権付社債券を除く。）の売買の受託に関する

契約については、この準則に定めるもののほか、

保管振替機構が定める株式等の振替に関する業

務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結

される契約によるものとする。 

 

２～４ （略） 

５ 受益証券発行信託の受益証券の売買の受託に

関する契約については、この準則に定めるもの

のほか、保管振替機構が定める受益証券発行信

託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する

規則に基づき取引参加者と顧客との間で締結さ

れる契約によるものとする。 
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（口座振替による受渡し） 

第２７条 取引参加者は、顧客から内国株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、債券（国債

証券及び機構非取扱転換社債型新株予約権付社

債券を除く。）又は受益証券発行信託の受益証

券の売買の委託を受けたときは、当該顧客のた

めに社債、株式等の振替に関する法律（平成１

３年法律第７５号。以下「振替法」という。）

に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係

る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替

により行うものとする。ただし、振替法に基づ

く顧客の他の口座との間の振替により有価証券

の受渡しを行う場合は、この限りでない。 

２ （略） 

３ 取引参加者は、顧客から国債証券の売買の委

託を受けたときは、当該顧客のために振替法に

基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る

国債証券の受渡しを、その口座との間の振替に

より行うものとする。ただし、振替法に基づく

顧客の他の口座との間の振替により国債証券の

受渡しを行う場合は、この限りでない。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（口座振替による受渡し） 

第２７条 取引参加者は、顧客から内国株券、内

国法人の発行する新株予約権証券又は債券（国

債証券及び機構非取扱転換社債型新株予約権付

社債券を除く。）の売買の委託を受けたときは、

当該顧客のために社債、株式等の振替に関する

法律（平成１３年法律第７５号。以下「振替法」

という。）に基づく口座を設定し、売付け又は

買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座と

の間の振替により行うものとする。ただし、振

替法に基づく顧客の他の口座との間の振替によ

り有価証券の受渡しを行う場合は、この限りで

ない。 

２ （略） 

３ 取引参加者は、顧客から国債証券の売買の委

託を受けたときは、当該顧客のために振替法に

基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る

国債証券の受渡しを、その口座との間の振替（非

課税扱いの条件が付された売買の決済にあって

は、非課税口座の振替。以下この条において同

じ。）により行うものとする。ただし、振替法

に基づく顧客の他の口座との間の振替により国

債証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。 

４ 取引参加者は、顧客から受益証券発行信託の

受益証券の売買の委託を受けた場合において、

当該顧客のために保管振替機構が定める受益証

券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済

に関する規則に基づく口座を設定し、売付け又

は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座

との間の振替により行うものとする。ただし、

保管振替機構が定める受益証券発行信託の受益

証券に係る保管及び振替決済に関する規則に基

づく顧客の他の口座との間の振替により有価証

券の受渡しを行う場合は、この限りでない。 
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付  則 

 この改正規定は、平成２２年７月１日から施行

する。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（証拠金の差入れ又は預託） 

第２６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 顧客が次の各号に掲げる有価証券を差し入れ

又は預託する場合には、社債、株式等の振替に

関する法律（平成１３年法律第７５号）に基づ

く口座の振替により当該差入れ又は預託を行う

ものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、

あらかじめ取引参加者の同意を得るものとす

る。 

（１） 株券（外国株券を除く。）、協同組織

金融機関の発行する優先出資証券、投資信託

の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、

債券（新株予約権付社債券を除く。）及び転

換社債型新株予約権付社債券 

（２） （略） 

５ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２２年７月１日から施行

する。 

 

（証拠金の差入れ又は預託） 

第２６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 顧客が次の各号に掲げる有価証券を差し入れ

又は預託する場合には、社債、株式等の振替に

関する法律（平成１３年法律第７５号）に基づ

く口座の振替により当該差入れ又は預託を行う

ものとし、当該差入れ又は預託を行うときは、

あらかじめ取引参加者の同意を得るものとす

る。 

（１） 株券（外国株券を除く。）、協同組織

金融機関の発行する優先出資証券、投資信託

の受益証券、債券（新株予約権付社債券を除

く。）及び転換社債型新株予約権付社債券 

 

（２） （略）  

５ （略） 

６ 顧客が受益証券発行信託の受益証券を差し入

れ又は預託する場合には、保管振替機構が定め

る「受益証券発行信託の受益証券に係る保管及

び振替決済に関する規則」に規定する口座の振

替により当該差入れ又は預託を行うものとし、

当該差入れ又は預託を行うときは、あらかじめ

取引参加者の同意を得るものとする。 

７ （略） 
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信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則の一部改

正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 別表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関す 

る表 

代用有価証券の種類及びその代用価格等に関す 

る表 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 当取引所は、次の各号に掲げる預託有価証券

に係る保管振替機構に対する報告を預託元の取

引参加者に委託し、当該委託を受けた取引参加

者は、保管振替機構に対し当該報告を行うもの

とする。この場合において、当該委託を受けた

取引参加者は他の者をして当該報告を行わせる

ことができる。 

７ 当取引所は、次の各号に掲げる預託有価証券

に係る保管振替機構に対する報告を預託元の取

引参加者に委託し、当該委託を受けた取引参加

者は、保管振替機構に対し当該報告を行うもの

とする。この場合において、当該委託を受けた

取引参加者は他の者をして当該報告を行わせる

ことができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 投資信託の受益証券に係る特別受益者

管理事務委託状況の報告 

（新設） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

８・９ （略） ８・９ （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２２年５月２４日から施

行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（重複上場以外の外国会社の形式要件の取扱

い） 

（重複上場以外の外国会社の形式要件の取扱

い） 

第２１３条 （略） 第２１３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（削る） ４ 規程第２０６条第１項第５号の規定は、次の

各号のとおり取り扱うものとする。 

 （１） 規程第２０６条第１項第５号に規定す

る施行規則で定める要件とは、次のａ及びｂ

に掲げる要件をいう。 

 ａ 印刷会社名及び多色細線模様が印刷され

ているものであること。 

 ｂ 新規上場申請者の社名（又は社章）又は

印刷会社があらかじめ当取引所に届け出た

標章のいずれかを「すきいれ」（「すかし」

を入れたもの）しているものであること。 

 （２） 前号に規定する印刷会社は、十分な管

理組織を有していることを要するものとす

る。 

 （３） 上場前に発行した受益証券で、第１号

に定める要件を具備していない受益証券があ

る場合には、原則として上場日までに、同号

に定める要件を具備した受益証券と取り替え

るものとする。 

  

（全部取得条項付種類株式と引換えに交付され

る株券等の上場基準） 

（全部取得条項付種類株式と引換えに交付され

る株券等の上場基準） 

第３０５条 規程第３０３条に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に定める基準をい

う。 

第３０５条 規程第３０３条に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に定める基準をい

う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号又は規程第６０４条第１項第２

（２） 規程第６０２条第１項第１号若しくは

第２項第３号又は規程第６０４条第１項第２
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号若しくは第２項第１号の規定により適用さ

れる規程第６０１条第１項第１８号に該当し

て上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに

交付される株式に係る外国株券等について

は、次のａ及びｂに適合すること。 

号若しくは第２項第１号の規定により適用さ

れる規程第６０１条第１項第１８号に該当し

て上場廃止となる銘柄に係る株式と引換えに

交付される株式に係る外国株券等について

は、次のａ及びｂに適合すること。 

ａ 規程第２０６条第１項第２号から第４号

までに適合する見込みがあること。 

ａ 規程第２０６条第１項第２号から第５号

までに適合する見込みがあること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

  

 （有価証券の見本の提出の取扱い） 

第３０７条 削除 第３０７条 第２１３条第４項第１号及び第２号

の規定は、規程第３０５条の規定により上場外

国株信託受益証券の発行者が作成する受益証券

の要件について準用する。 

 ２ 規程第３０５条の規定により提出する受益証

券の見本には、当取引所が適当と認める「証券

見本目録」を添付するものとする。 

 ３ 上場外国株信託受益証券の発行者が商号又は

名称を変更する場合には、変更後の商号又は名

称を表示した受益証券を作成し、旧受益証券と

の引替えを遅滞なく行うものとする。 

  

（準用規定の取扱い） （準用規定の取扱い） 

第８２２条 第３０２条第１号の規定は、規程第

８２６条第１項において準用する規程第３０１

条第２項に規定する上場申請の取扱いについ

て、第３０８条第１号及び第２号の規定は、規

程第８２６条第１項において準用する規程第３

０６条第１項に規定する変更上場申請の取扱い

について、それぞれ準用する。 

第８２２条 第３０２条第１号の規定は、規程第

８２６条第１項において準用する規程第３０１

条第２項に規定する上場申請の取扱いについ

て、第３０７条の規定は、規程第８２６条第１

項において準用する規程第３０５条に規定する

施行規則で定める要件について、第３０８条第

１号及び第２号の規定は、規程第８２６条第１

項において準用する規程第３０６条第１項に規

定する変更上場申請の取扱いについて、それぞ

れ準用する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い） 
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第９１５条 （略） 第９１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第９２０条第１項第２号ｃ及び同条第２

項第２号ｂの規定は、次の各号のとおり取り扱

うものとする。 

（１） 規程第９２０条第１項第２号ｃ及び同

条第２項第２号ｂに規定する施行規則で定め

る要件とは、次のａ及びｂに掲げる要件をい

う。 

ａ 印刷会社名及び多色細線模様が印刷され

ているものであること。 

ｂ 転換社債型新株予約権付社債券の新規上

場を申請する者の社名（又は社章）又は印

刷会社があらかじめ当取引所に届け出た標

章のいずれかを「すきいれ」（「すかし」

を入れたもの）しているものであること。 

（２） 前号に規定する印刷会社は、十分な管

理組織を有していることを要するものとす

る。 

（３） 上場前に発行した転換社債型新株予約

権付社債券の本券で、第１号に定める要件を

具備していない本券がある場合には、原則と

して上場日までに、同号に定める要件を具備

した本券と取り替えるものとする。 

３ 第２１３条第４項の規定は、規程第９２０条

第１項第２号ｃ又は同条第２項第２号ｂに掲げ

る基準について準用する。 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（削る） （６） 外国ＥＴＦ信託受益証券、内国商品現

物型ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、

受益証券の見本。この場合において、当該見

本には、当取引所所定の「証券見本目録」を

添付するものとする。ただし、規程第１１０
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４条第３項第２号後段の規定の適用を受けよ

うとする場合（同条第４項第１号又は同条第

６項による場合を含む。）には、当該見本の

ほか、同条第３項第２号後段に規定する確約

の内容を記載した書面を提出するものとし、

この場合には当該見本の提出時期を上場日の

前日までとすることができるものとする。 

  

（上場審査基準の取扱い） （上場審査基準の取扱い） 

第１１０６条 （略） 第１１０６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（削る） ３ 規程第１１０４条第３項第２号（同条第４項

第１号又は同条第６項による場合を含む。以下

この項において同じ。）の規定は、次の各号に

掲げるとおり取り扱うものとする。 

 （１） 規程第１１０４条第３項第２号に規定

する施行規則で定める要件とは、次のａ及び

ｂに定めるものをいう。 

 ａ 第２１３条第４項第１号及び第２号に定

める要件に準じた要件 

 ｂ 当該受益証券に係る信託の名称及び受託

有価証券である外国ＥＴＦ又は外国商品現

物型ＥＴＦの名称が記載されていること。 

 （２） 第２１３条第４項第３号の規定は、規

程第１１０４条第３項第２号に掲げる基準に

ついて準用する。 

３ 規程第１１０４条第３項第３号（同条第６項

による場合を含む。）に規定する新規上場申請

銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規

則で定めるところにより締結されるものである

こととは、当該預託契約等が当該外国ＥＴＦ信

託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託

受益証券に係る預託機関等及び当該外国ＥＴＦ

信託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券の所有者の間で締結されるものであ

り、かつ、当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は当

４ 規程第１１０４条第３項第４号（同条第６項

による場合を含む。）に規定する新規上場申請

銘柄に関する預託契約等その他の契約が施行規

則で定めるところにより締結されるものである

こととは、当該預託契約等が当該外国ＥＴＦ信

託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託

受益証券に係る預託機関等及び当該外国ＥＴＦ

信託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券の所有者の間で締結されるものであ

り、かつ、当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は当
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該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係る管

理会社が当該預託機関等との間において当取引

所が適当と認める契約を締結していることをい

う。 

該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係る管

理会社が当該預託機関等との間において当取引

所が適当と認める契約を締結していることをい

う。 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

６ （略） ７ （略） 

７ （略） ７ （略） 

  

 （受益証券の見本の提出の取扱い） 

第１１０８条 削除 第１１０８条 第２１３条第４項第１号及び第２

号の規定は、規程第１１０６条第２項の規定に

より上場外国ＥＴＦ信託受益証券、上場内国商

品現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券に係る管理会社が作成する受益証

券の要件について準用する。 

 ２ 規程第１１０６条第２項の規定により提出す

る受益証券の見本には、当取引所が適当と認め

る「証券見本目録」を添付するものとする。 

 ３ 上場外国ＥＴＦ信託受益証券、上場内国商品

現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物型ＥＴＦ信

託受益証券に係る管理会社が商号又は名称を変

更する場合には、変更後の商号又は名称を表示

した当取引所の上場ＥＴＦの発行者が新たに発

行する受益証券を作成し、旧受益証券との引替

えを遅滞なく行うものとする。 

  

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第１１１４条 規程第１１１４条に規定する上場

廃止日は、原則として、次の各号に掲げる上場

ＥＴＦの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

第１１１４条 規程第１１１４条に規定する上場

廃止日は、原則として、次の各号に掲げる上場

ＥＴＦの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 規程第１１１２条第１項第３号ｉ（同

条第２項第３号ａによる場合を含む。）、同

条第２項第３号ｅ又は同条第３項第５号ｅに

該当する上場ＥＴＦ 

（１） 規程第１１１２条第１項第３号ｉ（同

条第２項第３号ａによる場合を含む。）、同

条第２項第３号ｅ又は同条第３項第５号ｅに

該当する上場ＥＴＦ 
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投資信託契約若しくは信託契約又は規程第

１１０４条第３項第３号に規定する預託契約

等その他の契約が終了となる日の３日前（休

業日を除外する。）の日（当該終了となる日

が休業日に当たるときは、当該終了となる日

の４日前（休業日を除外する。）の日） 

投資信託契約若しくは信託契約又は規程第

１１０４条第３項第４号に規定する預託契約

等その他の契約が終了となる日の３日前（休

業日を除外する。）の日（当該終了となる日

が休業日に当たるときは、当該終了となる日

の４日前（休業日を除外する。）の日） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第１１１５条 当取引所は、上場ＥＴＦが次の各

号のいずれかに該当する場合は、当該上場ＥＴ

Ｆを規程第１１１５条に規定する監理銘柄に指

定することができる。この場合において、第８

号、第９号又は第１４号のいずれかに該当する

場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以外

の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。 

第１１１５条 当取引所は、上場ＥＴＦが次の各

号のいずれかに該当する場合は、当該上場ＥＴ

Ｆを規程第１１１５条に規定する監理銘柄に指

定することができる。この場合において、第８

号、第９号又は第１４号のいずれかに該当する

場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以外

の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。 

（１）～（９）の２ （略） （１）～（９）の２ （略） 

（１０） 上場ＥＴＦの銘柄が規程第１１１２

条第１項第３号ｊに該当するおそれがあると

当取引所が認める場合 

（１０） 上場ＥＴＦの銘柄が規程第１１１２

条第１項第３号ｊ又はｊの２に該当するおそ

れがあると当取引所が認める場合 

（１１）～（１５） （略） （１１）～（１５） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上場

審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行

時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に

関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるものとす

る。 

第１１１７条 規程第１１１７条に規定する上場

審査料、新規上場料、追加信託時又は追加発行

時の追加上場料及び年間上場料その他の上場に

関する料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるものとす

る。 

（１） 上場審査料 （１） 上場審査料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ 新規上場申請に係るＥＴＦ（外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴ

Ｆを受託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受

益証券を除く。）の上場審査料の額は、次

ａ 新規上場申請に係るＥＴＦ（外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴ

Ｆを受託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受

益証券を除く。）の上場審査料の額は、次
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の（ａ）及び（ｂ）に定める額を合計した

額とする。 

 

の（ａ）から（ｃ）までに掲げる区分に従

い、当該（ａ）から（ｃ）までに定める額

とする。 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

イ 新規上場申請に係るＥＴＦに係る管

理会社が上場ＥＴＦ（上場が承認され

たＥＴＦを含む。以下この号において

同じ。）に係る管理会社又は上場審査

中のＥＴＦに係る管理会社である場合 

０円 

ロ 前イに掲げる場合以外の場合 １５

０万円 

（ａ） 新規上場申請に係るＥＴＦに係る

管理会社が上場ＥＴＦに係る管理会社で

ある場合 ５０万円 

 

（ｂ） 新規上場申請に係るＥＴＦの銘柄

数に５０万円を乗じた額 

（ｂ） 新規上場申請に係るＥＴＦに係る

管理会社が同一の日に複数の銘柄の新規

上場申請を行う場合（前（ａ）に掲げる

場合を除く。） 当該複数の銘柄のうち

一の銘柄について２００万円、他の銘柄

について各５０万円 

 （ｃ） （ａ）及び前（ｂ）に掲げる場合

のいずれにも該当しない場合 ２００万

円 

ｂ 新規上場申請に係るＥＴＦ（外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴ

Ｆを受託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受

益証券に限る。）の上場審査料の額は、次

の（ａ）から（ｃ）までに定める額を合計

した額とする。 

 

ｂ 新規上場申請に係るＥＴＦ（外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴ

Ｆを受託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受

益証券に限る。）の上場審査料の額は、次

の（ａ）から（ｄ）までに掲げる区分に従

い、当該（ａ）から（ｄ）までに定める額

とする。 

（ａ） 次のイ又はロに掲げる場合の区分

に従い、当該イ又はロに定める額 

イ 新規上場申請に係るＥＴＦに係る管

理会社が上場ＥＴＦに係る管理会社又

は上場審査中のＥＴＦに係る管理会社

である場合 ０円 

ロ 前イに掲げる場合以外の場合 １５

（ａ） 新規上場申請に係るＥＴＦに係る

外国投資法人及び管理会社が上場ＥＴＦ

に係る外国投資法人及び管理会社である

場合 １万円 
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０万円 

（ｂ） 新規上場申請を行う外国投資法人

であって、上場ＥＴＦに係る外国投資法

人又は上場審査中のＥＴＦに係る外国投

資法人のいずれにも該当しないものの数

に４９万円を乗じた額 

（ｂ） 新規上場申請に係るＥＴＦに係る

管理会社が上場ＥＴＦに係る管理会社で

ある場合（前（ａ）に掲げる場合を除く。） 

５０万円 

（ｃ） 新規上場申請に係るＥＴＦの銘柄

数に１万円を乗じた額 

（ｃ） 新規上場申請に係るＥＴＦに係る

管理会社が同一の日に複数の銘柄の新規

上場申請を行う場合（（ａ）又は前（ｂ）

に掲げる場合を除く。） 次のイ及びロ

に掲げる額に１５０万円を加えた額 

イ 新規上場申請を行う外国投資法人の

数に４９万円を乗じた額 

ロ 新規上場申請に係るＥＴＦの銘柄数

に１万円を乗じた額 

 （ｄ） （ａ）から前（ｃ）までに掲げる

場合のいずれにも該当しない場合 ２０

０万円 

ｂの２ ａの（ａ）及び前ｂの（ａ）におい

て、新規上場申請に係るＥＴＦに係る管理

会社が上場ＥＴＦに係る管理会社又は上場

審査中のＥＴＦに係る管理会社が属する企

業グループと同一の企業グループに属する

場合であって、当該企業グループに属する

特定の会社が当該新規上場申請に係るＥＴ

Ｆ及び当該上場ＥＴＦ若しくは上場審査中

のＥＴＦの上場方針を決定していると当取

引所が認めるときは、当該新規上場申請に

係るＥＴＦに係る管理会社を上場ＥＴＦに

係る管理会社とみなす。 

（新設） 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

（２） 新規上場料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ～ｂの２ （略） 

ｃ 新規上場料の計算は、次の（ａ）から（ｃ）

までに定めるところによる。 

（２） 新規上場料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ～ｂの２ （略） 

ｃ 新規上場料の計算は、次の（ａ）から（ｃ）

までに定めるところによる。 
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（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、各ＥＴＦごとにその上

場日現在における預託口数に係る純資産

総額を基準とする。この場合において、

一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の

通貨で表示されている場合には、原則と

して、当該日における東京外国為替市場

の対顧客直物電信相場の売相場及び買相

場の中値により本邦通貨に換算するもの

とする。 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、各ＥＴＦごとにその上場日現在にお

ける上場受益権口数に係る純資産総額を

基準とする。この場合において、一口あ

たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で

表示されている場合には、原則として、

当該日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信相場の売相場及び買相場の中

値により本邦通貨に換算するものとす

る。 

ｄ （略） 

（３） 追加信託時又は追加発行時の追加上場

料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ～ｂの２ （略） 

ｃ 追加信託時又は追加発行時の追加上場料

の計算は、次の（ａ）から（ｃ）までに定

めるところによる。 

（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、毎年の１２月末日現在

における預託口数に係る純資産総額を基

準とし、新規上場日現在の預託口数に係

る純資産総額及び新規上場した年から前

（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、各ＥＴＦごとにその上

場日現在における預託口数に係る純資産

総額を基準とする。この場合において、

一口あたりの純資産額が本邦通貨以外の

通貨で表示されている場合には、当該日

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信相場の売相場及び買相場の中値によ

り本邦通貨に換算するものとする。 

 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、各ＥＴＦごとにその上場日現在にお

ける上場受益権口数に係る純資産総額を

基準とする。この場合において、一口あ

たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で

表示されている場合には、当該日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電信相

場の売相場及び買相場の中値により本邦

通貨に換算するものとする。 

 

ｄ （略） 

（３） 追加信託時又は追加発行時の追加上場

料 

次のａからｄまでに掲げるところによる。 

ａ～ｂの２ （略） 

ｃ 追加信託時又は追加発行時の追加上場料

の計算は、次の（ａ）から（ｃ）までに定

めるところによる。 

（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、毎年の１２月末日現在

における預託口数に係る純資産総額を基

準とし、新規上場日現在の預託口数に係

る純資産総額及び新規上場した年から前
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年までの各年の１２月末日現在の預託口

数に係る純資産総額のうち最大のものか

らの増加額を預託口数に係る追加信託総

額又は追加発行総額とみなして計算する

ものとする。この場合において、一口あ

たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で

表示されている場合には、原則として、

当該日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信相場の売相場及び買相場の中

値により本邦通貨に換算するものとす

る。 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、毎年の１２月末日現在における上場

受益権口数に係る追加信託総額を基準と

し、新規上場日現在の上場受益権口数に

係る純資産総額及び新規上場した年から

前年までの各年の１２月末日現在の上場

受益権口数に係る純資産総額のうち最大

のものからの増加額を上場受益権口数に

係る追加信託総額とみなして計算するも

のとする。この場合において、一口あた

りの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表

示されている場合には、原則として、当

該日における東京外国為替市場の対顧客

直物電信相場の売相場及び買相場の中値

により本邦通貨に換算するものとする。 

ｄ （略） 

（４） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ （略） 

ｂ 年間上場料の計算は、次の（ａ）から（ｄ）

までに定めるところによる。 

（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、各ＥＴＦごとに、前年

年までの各年の１２月末日現在の預託口

数に係る純資産総額のうち最大のものか

らの増加額を預託口数に係る追加信託総

額又は追加発行総額とみなして計算する

ものとする。この場合において、一口あ

たりの純資産額が本邦通貨以外の通貨で

表示されている場合には、当該日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電信相

場の売相場及び買相場の中値により本邦

通貨に換算するものとする。 

 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、毎年の１２月末日現在における上場

受益権口数に係る追加信託総額を基準と

し、新規上場日現在の上場受益権口数に

係る純資産総額及び新規上場した年から

前年までの各年の１２月末日現在の上場

受益権口数に係る純資産総額のうち最大

のものからの増加額を上場受益権口数に

係る追加信託総額とみなして計算するも

のとする。この場合において、一口あた

りの純資産額が本邦通貨以外の通貨で表

示されている場合には、当該日における

東京外国為替市場の対顧客直物電信相場

の売相場及び買相場の中値により本邦通

貨に換算するものとする。 

ｄ （略） 

（４） 年間上場料 

次のａからｃまでに掲げるところによる。 

ａ （略） 

ｂ 年間上場料の計算は、次の（ａ）から（ｄ）

までに定めるところによる。 

（ａ） （略） 

（ｂ） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、各ＥＴＦごとに、前年
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の１２月末日（当該日の翌日以後に上場

された銘柄については、上場日）現在に

おける預託口数に係る純資産総額を基準

とする。この場合において、一口あたり

の純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示

されている場合には、原則として、当該

日における東京外国為替市場の対顧客直

物電信相場の売相場及び買相場の中値に

より本邦通貨に換算するものとする。 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、各ＥＴＦごとに、前年の１２月末日

（当該日の翌日以後に上場された銘柄に

ついては、上場日）現在における上場受

益権口数に係る純資産総額を基準とす

る。この場合において、一口あたりの純

資産額が本邦通貨以外の通貨で表示され

ている場合には、原則として、当該日に

おける東京外国為替市場の対顧客直物電

信相場の売相場及び買相場の中値により

本邦通貨に換算するものとする。 

（ｄ） （略） 

ｃ （略） 

の１２月末日（当該日の翌日以後に上場

された銘柄については、上場日）現在に

おける預託口数に係る純資産総額を基準

とする。この場合において、一口あたり

の純資産額が本邦通貨以外の通貨で表示

されている場合には、当該日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信相場の

売相場及び買相場の中値により本邦通貨

に換算するものとする。 

（ｃ） 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国

商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、各ＥＴＦごとに、前年の１２月末日

（当該日の翌日以後に上場された銘柄に

ついては、上場日）現在における上場受

益権口数に係る純資産総額を基準とす

る。この場合において、一口あたりの純

資産額が本邦通貨以外の通貨で表示され

ている場合には、当該日における東京外

国為替市場の対顧客直物電信相場の売相

場及び買相場の中値により本邦通貨に換

算するものとする。 

（ｄ） （略） 

ｃ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付  則  

 この改正規定は、平成２２年７月１日から施行

する。ただし、第２１３条、第３０５条、第９１

５条、第１１０３条、第１１０６条、第１１１４

条及び第１１１７条の改正規定は平成２２年６月

１日から施行する。 

 

  

第４－４号様式 新規上場申請に係る宣誓書（内

国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦ） 

 

第４－４号様式 新規上場申請に係る宣誓書（内

国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦ） 
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新規上場申請に係る宣誓書（ＥＴＦ） 

 

平成  年  月  日 

 

 

株式会社東京証券取引所 

 代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名        印 

代表者の 

役職氏名         印 

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               （以下「新

規上場申請銘柄」という。）の新規上場申請に

関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 １．（略） 

 ２．前項その他新規上場申請銘柄に関して適用

のある取引所の有価証券上場規程その他の規則

及びこれらの取扱いに関する規定について、違

反事実が判明した場合には、それに関して取引

所が行う一切の措置に異議を申し立てません。 

 

新規上場申請に係る宣誓書（ＥＴＦ） 

 

平成  年  月  日 

 

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名        印 

代表者の 

役職氏名         印 

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               の新規上

場申請に関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 

 １．（略）  

 ２．前項その他適用のある取引所の有価証券上

場規程その他の規則及びこれらの取扱いに関す

る規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

第４－５号様式 新規上場申請に係る宣誓書（外

国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（ＥＴＦ） 

 

平成  年  月  日 

 

第４－５号様式 新規上場申請に係る宣誓書（外

国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（ＥＴＦ） 

 

平成  年  月  日 
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株式会社東京証券取引所 

 代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               （以下「新

規上場申請銘柄」という。）の新規上場申請に

関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 １．（略） 

 ２．前項その他新規上場申請銘柄に関して適用

のある取引所の有価証券上場規程その他の規則

及びこれらの取扱いに関する規定について、違

反事実が判明した場合には、それに関して取引

所が行う一切の措置に異議を申し立てません。 

 

第４－６号様式 新規上場申請に係る宣誓書（外

国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（外国ＥＴＦ信託受益

証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券） 

 

平成  年  月  日 

 

 

株式会社東京証券取引所 

 

 株式会社東京証券取引所 

  代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               の新規上

場申請に関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 

 １．（略）  

 ２．前項その他適用のある取引所の有価証券上

場規程その他の規則及びこれらの取扱いに関す

る規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 

 

第４－６号様式 新規上場申請に係る宣誓書（外

国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券） 

 

新規上場申請に係る宣誓書（外国ＥＴＦ信託受益

証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券） 

 

平成  年  月  日 

 

 

株式会社東京証券取引所 
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 代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               （以下「新

規上場申請銘柄」という。）の新規上場申請に

関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 １．（略） 

 ２．前項その他新規上場申請銘柄に関して適用

のある取引所の有価証券上場規程その他の規則

及びこれらの取扱いに関する規定について、違

反事実が判明した場合には、それに関して取引

所が行う一切の措置に異議を申し立てません。 

 代表取締役社長     殿 

 

 

本店所在地          

会 社 名          

代表者の 

役職署名           

 

 

                 は、株式会

社東京証券取引所（以下「取引所」という。）

への               の新規上

場申請に関し、次のとおり宣誓します。 

 

 

 

 １．（略） 

 ２．前項その他適用のある取引所の有価証券上

場規程その他の規則及びこれらの取扱いに関す

る規定について、違反事実が判明した場合には、

それに関して取引所が行う一切の措置に異議を

申し立てません。 
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の取扱いの一部改正新

旧対照表 

新 旧 

（株券、債券等の取扱い） （株券、債券等の取扱い） 

第２条 非清算参加者が、次の各号に掲げる有価

証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価

証券として差し入れ又は非清算参加者証拠金の

代用有価証券として預託する場合には、社債、

株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第

７５号）に基づく口座の振替により当該差入れ

又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託

を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同

意を得るものとする。 

第２条 非清算参加者が、次の各号に掲げる有価

証券を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価

証券として差し入れ又は非清算参加者証拠金の

代用有価証券として預託する場合には、社債、

株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第

７５号）に基づく口座の振替により当該差入れ

又は預託を行うものとし、当該差入れ又は預託

を行うときは、あらかじめ指定清算参加者の同

意を得るものとする。 

（１） 株券（外国株券を除く。）、協同組織

金融機関の発行する優先出資証券、投資信託

の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、

債券（新株予約権付社債券を除く。）及び転

換社債型新株予約権付社債券 

（１） 株券（外国株券を除く。）、協同組織 

金融機関の発行する優先出資証券、投資信託

の受益証券、債券（新株予約権付社債券を除

く。）及び転換社債型新株予約権付社債券 

（２） （略）  （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２２年７月１日から施行

する。 

３ 非清算参加者が受益証券発行信託の受益証券

を指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券

として差し入れ又は非清算参加者証拠金の代用

有価証券として預託する場合には、保管振替機

構が定める「受益証券発行信託の受益証券に係

る保管及び振替決済に関する規則」に規定する

口座の振替により当該差入れ又は預託を行うも

のとし、当該差入れ又は預託を行うときは、あ

らかじめ指定清算参加者の同意を得るものとす

る。 

 
 




